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花南地区コミュニティ会議  

  （花南振興センター内）  
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事業 交付率 内容 

本来、行政が

行うべき事業 
100％ 

街路灯、カーブミラー、 

道路舗装、側溝整備等 

自治会等が主

体的に行う事業 
75％ 

ごみ集積場、掲示板、 

自主防災、その他 

自治公民館整

備事業 
50％ 

屋根や外壁の補修・塗

装、備品整備等 

第２７３号  

コミュニティだより 

地域の課題解決を図るための事業を支援  

令和８年度の地域づくり支援事業にむけて 

 花南地区コミュニティ会議では、自治会や花南

地区の各種団体の課題解決を図る事業や、生涯

学習・地域交流を深める活動などに対し、地域づ

くり支援事業として交付金を交付しその活動を

支援しています。 

 この地域づくり支援事業は、各自治会等の要

望に基づいて実施しており、令和８年度の事業

に向けて要望を取りまとめていただく必要があ

ります。要望を取りまとめるに当たっては、自治

会内の課題を共有するなど理解を深められ、事

業の必要性や緊急性など十分に話し合った上

で、花南地区コミュニティ会議に要望書を提出

していただくことになります。 

 このことは、12 月２日の自治会長・行政区長・

自治公民館長合同会議で協議し、要望書の提出

期限を令和８年１月 23 日としました。 

地域づくり支援事業メニュー  

※交付率は事業費に対する交付金の交付する割合。 

千円未満は自治会等の負担となります。 

※事業主体は自治会や各種団体です。 

※街路灯整備後の電気料金は自治会の負担です。 

※自治公民館整備事業は事業費が３万円以上、 

３０万円未満が対象です。 

自治会や各種団体 

①課題等を把握する 

生活環境の整備や住民の交 

流や連携を深める事業など 

②役員会等で協議し要望をまと 

める 

花南地区コミュニティ会議 

①要望内容・予算の調整  

（全体役員会で協議）  

②要望事業・予算の決定  

（３月の総会で決定）  

自治会や各種団体 

①事業実施時期など決定 

②事業申請 

③事業実施 

④事業報告 

～  地域づくり支援事業の流れ  ～  

要望提出 

１月２３日 

まで 

事業採択

通知 

５月中旬 

１２月の花南ふれあい学級  

日 時 12 月 23 日（火）10：00～11：30 

会 場 花南振興センター 

講 師 玉山朱美さん（花巻市生涯学習講師） 

内 容 懐かしのメロディー 

持ち物 飲み物、のど飴等 

報 告 欠席される方は事務局まで 

ご連絡願います。☎24-44 

15（平日の９時～17 時） 

自治会長 、行政区長 、自治公民館長 、コミュニ

ティ会議役員が一堂に会 し令和 ８ 年度の地域

づくりに向 けて会議 を開催＝ １ ２ 月 ２ 日 、花 南

振興センター  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当地区 氏 名 担当地区 氏 名 

諏 訪 １ 阿 部 正 介 さん 桜町四丁目 伊 藤 千 秋 さん 

諏 訪 ２ 髙 橋 宗 司 さん 南 城 安 部 たか子 さん 

諏 訪 ３ 住 川 由香利 さん 十二丁目・成田 笹 川 泰 利 さん 

桜町一丁目 １ 菅 原 敬 子 さん 山の神 佐々木 俊 子 さん 

桜町一丁目 ２ 太田代 由美子 さん 大谷地 １ 白 藤 る み さん 

桜町二丁目 伊 藤 友 香 さん  大谷地 ２  髙 橋 文 子 さん 

桜町三丁目 多 田 アイ子 さん 主任児童委員 木 村 育 実 さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■桜町駐在所からのお知らせ  

冬の交通事故防止県民運動  

 冬季は、積雪や凍結による道路環境の悪化に伴う

交通事故の発生や、冬休み中の子どもが関係する交

通事故の発生が懸念されます。交通ルールの遵守と

交通マナーの実践により、交通事故防止の徹底を行

いましょう。 

＜運動の実施期間＞ 

令和７年 12 月 15 日（月）～12 月 24 日（水） 

＜運動の重点＞ 

１ スピードダウンの徹底 

２ 高齢者と冬休み中の子どもの交通事故防止 

３ 飲酒運転の根絶 

４ 冬道用タイヤ装着の徹底 

＜スローガン＞ 

「飲む前に 車じゃないよね？ 再確認」 

年末年始の休館のお知らせ  

○花南振興センターと花南地区社会体育館の年末

年始の休館は次のとおりです。 

休館期間 令和７年 12 月 29 日（月）から 

      令和８年 0１月 0３日（土）まで 

○花南振興センター窓口業務の年末年始のお休み

は次のとおりです。 

 休み期間 令和７年 12 月 27 日（土）から 

      令和８年 01 月 04 日（日）まで 

 今年も一年、花南コミュニティだよりをお読み

いただきありがとうございました。花南コミュニ

ティだよりの次号は、令和８年１月 15 日の発行

となります。来年もよろしくお願いいたします。

地域の皆さま。よいお年をお迎えください。 

（事務局一同） 

花南地区の民生委員・児童委員のご紹介  

 ３年の任期満了に伴い、令和７年 12 月１日に全

国一斉に民生委員・児童委員が改選されましたの

で、花南地区の民生委員・児童委員のみなさんをご

紹介いたします。 

 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣

から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の

支給はなく、ボランティアとして活動しています。

また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を

兼ねることとされています。 

 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員と

して、それぞれが担当する地区において、住民の生

活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切 

な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を

果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守り

や安否確認などにも重要な役割を果たしていま

す。なお、民生委員・児童委員の一部は、厚生労働

大臣により「主任児童委員」に指名されています。

主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を

専門に担当する民生委員・児童委員で、平成６年１

月に制度化されました。それぞれの市町村にあっ

て担当地区を持たず、地区担当の民生委員・児童委

員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活

動などに取り組んでいます。 

全国民生委員児童委員連合会ホームページより 


